
規 則

�愛媛県規則第３５号
食品衛生法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

食品衛生法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（変更等届出書）

第９条 規則第７１条に規定する届出は、変更等届出書（様式第５

号）に営業許可証を添付してしなければならない。ただし、当該

届出が規則第６７条第１項第１号（申請者の住所（法人にあつて

は、その主たる事務所の所在地）に係る部分に限る。）又は第５

号に係るものであるときは、営業許可証の添付を要しない。

２ 省略

様式第３号（第７条、第９条、様式第４号関係）

（表）

（変更等届出書）

第９条 規則第７１条に規定する届出は、変更等届出書（様式第５

号）に営業許可証を添付してしなければならない。ただし、当該

届出が規則第６７条第１項第５号

に係るものであるときは、営業許可証の添付を要しない。

２ 省略

様式第３号（第７条、第９条、様式第４号関係）

（表）

省略

許可番号 第 号

省略

営業者 氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

愛媛県指令 第 号

省略

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）

営業者

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

（裏） （裏）

省略 省略

様式第５号（第９条、第１０条関係）

省略

様式第５号（第９条、第１０条関係）

省略

発 行 愛 媛 県
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届出事項
住所の

変 更

氏名の

変 更

省略
届出事項

住所又は氏名の

変 更

省略

記入及び添付

を要する項目

１．２．３

ロ

１．２．３

イ．ロ

省略 記入及び添付

を要する項目

１．２．３

イ．ロ

省略

省略 省略

注 省略 注 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の食品衛生法施行細則（以下「新規則」という。）第９条第１項及び様式第５号の規定は、新規則様式第３号の規定により交付

した営業許可証の添付について適用し、次項の規定により新規則様式第３号の規定により交付したものとみなされる営業許可証の添付に

ついては、なお従前の例による。

３ この規則施行の際現に改正前の食品衛生法施行細則様式第３号の規定により交付している営業許可証は、新規則様式第３号の規定によ

り交付した営業許可証とみなす。

�愛媛県告示第１３８４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済部商工労政課並びに宇和島市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヴェスタ吉田 宇和島市吉田町東小
路甲１７５－３ 大規模小売店舗を設置する者

及び大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者の氏
名

株式会社フジ
代表取締役
時任紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
８月１３日

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾�英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ、株式
会社ラボネットワー
ク

株式会社フジ 平成１５年
２月２８日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済部商工

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１１７４ 株式会社民友会 松山市若葉町１番３号 安 藤 健 司 居宅介護 民友会在宅介護ステー
ション 松山市若葉町１番３号 平成１９年

８月２２日

３８１０１０１１７４ 株式会社民友会 松山市若葉町１番３号 安 藤 健 司 重度訪問介護 民友会在宅介護ステー
ション 松山市若葉町１番３号 平成１９年

８月２２日

愛 媛 県 報平成１９年８月２４日 第１８９０号

８８８



��������������

�������
�愛媛県告示第１３８６号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 西石井地区
居相地区

平成１７年度から
平成１８年度まで

松山市の
地籍図及び地籍簿

西条市 飯岡、下島山の
一部

平成１７年度から
平成１８年度まで

西条市の
地籍図及び地籍簿

大洲市 喜多山第９、
１０、１２

平成１７年度から
平成１８年度まで

大洲市の
地籍図及び地籍簿

東温市 山之内の１２、１３、
１４、１５

平成１６年度から
平成１８年度まで

東温市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１９年８月２４日

�������
�愛媛県告示第１３８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・八反地地区）の施

行を平成１９年８月１０日認可した。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・宮西地区）の施行

を平成１９年８月１０日認可した。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３８９号
道前平野土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 道前平野土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書の

写し

� 道前平野土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年８月２７日から９月２５日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁、西条市役所東予総合支所、西条市役所小松総

合支所及び西条市役所丹原総合支所

�������
�愛媛県告示第１３９０号
伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・横内地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

横内地区）計画書の写し

� 伊予市営土地改良事業等の分担金の賦課徴収に関する条例の

写し

２ 縦覧期間

平成１９年８月２７日から９月２５日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

労政課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３９１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１８）第７号 平成１８年
４月４日 �浅木組 鈴木 蓊 西条市船屋２２１ 平成１９年

７月３日
土工工事業
建築工事業
造園工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年８月２４日 第１８９０号

８８９
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�愛媛県告示第１３９２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構今治都市開

発事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量

（３級基準点測量）

２ 作業期間 平成１９年８月２４日

平成２０年３月１９日まで

３ 作業地域 今治市

�愛媛県告示第１３９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１４）第１７３２号 平成１４年
１０月１６日 松本塗装工業 松本 晃雄 今治市喜田村７－２－３４ 平成１９年

７月３日 塗装工事業 建設業の廃止
（事業継承）

（般－１８）第７０７１号 平成１８年
５月７日 �森本組 森本 薫 西条市下島山甲４６４ 平成１９年

７月３日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１１２２４号 平成１８年
８月１６日 �和田工業 和田 定孝 松山市元町４－６ 平成１９年

７月５日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第８４５５号 平成１４年
９月２７日 �日進工業 田中 幹雄 伊予郡松前町大字恵久美

５５８
平成１９年
７月６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第４９８号 平成１７年
５月１３日 �松居建匠 松居 省三 松山市中村３－２－１３ 平成１９年

７月１２日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１０２８２号 平成１８年
９月１８日 �佐川建設 佐川 安子 大洲市上須戒甲１３９４ 平成１９年

７月１３日 土木工事業 建設業の廃止

（特－１５）第１５４１６号 平成１５年
１０月６日 �フジ 尾� 英雄 松山市宮西１－２－１ 平成１９年

７月１７日
建築工事業
大工工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般・特－１６）第７５９１号 平成１６年
１２月３日 保内建設� 坂本 隆次 八幡浜市保内町喜木２－

５１－４
平成１９年
７月１８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１４）第１３８６３号 平成１４年
１１月１２日 愛媛総合建設� 加藤 亮 松山市堀江町甲４４８ 平成１９年

７月１８日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
塗装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第９０９４号 平成１８年
５月１５日 �兵頭工務店 松本 孝俊 西予市野村町野村１２－３４

９
平成１９年
７月２４日

土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１２９５７号 平成１５年
１月３１日 �動源開発 多川 春夫 松山市長師５５－１ 平成１９年

７月２６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１３４１０号 平成１８年
５月３１日 東愛媛ハウジング� 藤田 賀久 新居浜市中須賀２－７－

２２
平成１９年
７月２６日 土木工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１８）第９２７２号 平成１８年
１１月１４日 �サンワ 村上 良治 今治市伯方町木浦甲３４５８

－５
平成１９年
７月２７日

左官工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部）

（般・特－１７）第１５７４８号 平成１７年
５月２３日 �ダイイチマリン 横山 明也 松山市湊町７－６－３ 平成１９年

７月３０日

管工事業
鋼構造物工事業
水道施設工事業
消防施設工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年８月２４日 第１８９０号

８９０
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監 査 公 表

�������
�愛媛県告示第１３９５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市下柏町字ツバキ９３番２、９３番３、９３番４、９３番５、

９３番６、９３番２地先農道及び９３番３地先水路並びに同市下柏町字

東茶地８９番及び８９番地先農道

２ 申請人の住所氏名

四国中央市妻鳥町１２０９番地１

篠原不動産 篠原 和子

３ 図面省略

�公表第３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成１９年８月２４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

�愛媛県告示第１３９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
四国中央市上分町９６番２から

同市上分町４６８番１地先まで

旧 ５．８～６．８ ０．２２３

新 ５．９～１９．５ ０．２２３

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９八局西土第５９５号

平成１９年８月８日

西予市宇和町永長４８２番１、４８３番、４８４番、４８７番、４８８番、５９１番、５９４番、

５９５番、５９８番、５９９番１、４８７番地先水路、里道及び５９１番地先水路

香川県高松市春日町１３７８番地

四国コカ・コーラボトリング株式会社

代表取締役 橋 本 建 夫

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 平成１８年７月１８日

西 条 地 方 局 建 設 部 平成１８年８月２３日

松 山 地 方 局 建 設 部 平成１８年９月６日

（監査の結果）

１ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減により一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，５９２，８００ ３５５，８００ １，９４８，６００

１６年度 ３１０，２００ ４５，６００ ３５５，８００

差引増減 １，２８２，６００ ３１０，２００ １，５９２，８００

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ８５，０８８ １０２，２７０ １８７，３５８

１６年度 ０ ２０４，５４０ ２０４，５４０

差引増減 ８５，０８８ △１０２，２７０ △１７，１８２

（今治地方局健康福祉環境部）

２ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減により一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ４５９，８００ ２１３，１００ ６７２，９００

１６年度 ３９９，５００ １５１，２００ ５５０，７００

差引増減 ６０，３００ ６１，９００ １２２，２００

（西条地方局建設部）

３ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ９７０，１５０

計 ９７０，１５０

（松山地方局建設部）

（措置の内容）

１ 今治地方局健康福祉環境部

母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、資金の貸付申請時において、制度の十分な説明と適正な

愛 媛 県 報平成１９年８月２４日 第１８９０号

８９１
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�公表第３１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成１９年８月２４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

償還計画の指導を行うほか、償還開始時には借主に償還が始まる旨を

連絡し期限内に納付するよう指導するとともに、納付がなかった者に

対しては、督促状の送付、借主若しくは保証人への電話や訪問による

督促を行うなど償還指導に努めた。

その結果、母子福祉資金貸付金償還金については、前年度からの滞

納繰越額１，９４８，６００円のうち１４９，９００円の納入があったが、１８年度償

還分１，７５０，４４８円が未収となったことから、１８年度末現在の収入未済

額は３，５４９，１４８円となっている。寡婦福祉資金貸付金償還金について

は、前年度からの滞納繰越額１８７，３５８円のうち１０２，２７０円の納入があ

ったが、１８年度償還分１３８，４６５円が未収となったことから、１８年度末

現在の収入未済額は２２３，５５３円となっている。

近年の景気の低迷により、離職し管外へ転出する者や病弱により生

活に困窮し償還できない者が多く、償還未済額は増加する傾向にある。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であること

から、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指導により収入

の確保に努めたい。

２ 西条地方局建設部

県営住宅貸付料については、平成１７年度末時点で６７２，９００円（９名）

の収入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、呼

出し、訪問等を行い納付指導に努めた結果、３５９，４００円（６名）の納

付があったが、１８年度新たに２，０６０，３００円が未収となったことから、

平成１８年度末現在の収入未済額は２，３７３，８００円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越額の回収に努めたい。

３ 松山地方局建設部

Ａ社の違約金については、平成１５年２月７日、同社が破産宣告を受

けたため、同年３月５日に「債権届出書」を松山地方裁判所に提出し

た。

同社の資産（油圧ショベル１１台のうち４台）については、資産の所

有権について係争中であった債権者Ｂ社との間で和解が成立し、Ｂ社

から破産管財人に油圧ショベル４台分の代金として２５０万円の支払が

あったが、債権者への配当は、全資産の換価終了後となるため、当代

金についてもその時点まで保留されることになる。

Ａ社の残資産である油圧ショベル７台の換価状況については、明ら

かにされていないが、たとえ換価することができたとしても、すでに

処分された４台分の価格から推測して少額にしかならないと考えられ

ること、同社の負債総額が多額にのぼること、また、支払順位が租税

公課優先となることなどから、違約金への配当の可能性は低いものと

見込まれる。

なお、今後の処分状況を見極めながら、債権回収に努めたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，７５０，１７０ ２７，０７３，３６０ ２８，８２３，５３０

１６年度 ３，５９０，２５０ ２４，３８２，７３０ ２７，９７２，９８０

差引増減 △１，８４０，０８０ ２，６９０，６３０ ８５０，５５０

２ 児童扶養手当の過誤払金については、納期限内の収入確保に、より

一層努められたい。

区 分 収入未済額（円） 備 考

１７年度 １，１０２，１２０

１６年度 ３９２，５２０

差引増減 ７０９，６００

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １８，３９２，０２３ １００，０４３，８５３ １１８，４３５，８７６

１６年度 １６，３０４，９１５ ８８，１３９，３８７ １０４，４４４，３０２

差引増減 ２，０８７，１０８ １１，９０４，４６６ １３，９９１，５７４

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，３１３，４７８ １４，２７３，３２９ １５，５８６，８０７

１６年度 ９２０，４２８ １４，１８９，２８４ １５，１０９，７１２

差引増減 ３９３，０５０ ８４，０４５ ４７７，０９５

（措置の内容）

１ 児童扶養手当返還金については、過払金返納対象者に対して同手当

の受給資格喪失等に伴う返還金が発生していることを市町を通じて十

分説明するとともに、前年度から滞納となっている者については、督

促状及び催告書の送付など納入指導に努めたものの回収に至らず、平

成１８年度末現在で１７年度からの繰越分１，１０２，１２０円（過誤払金戻入未

収額）を含め２９，９２５，６５０円が未納となっている。

なお、返還金は、主に受給者の受給資格に関する届出遅延により発

生していることから、市町に対して受給者に対する現況届や資格喪失

届の提出指導、関係部門との連携及び関係公簿等の確認について周知

徹底を図り、返還金発生の未然防止に努めたい。

２ １７年度に発生した過誤払金の戻入未済額１，１０２，１２０円については、

債務者に対し、発覚時に戻入通知書、１８年度繰越時に納入通知書を送

付し、債務の通知を行った。さらに、１８年１１月１日に督促状を送付し

たが、生活保護や障害年金を受給しているなど生活苦を理由に１９年６

月末時点で未納となっている。

また、１８年度においても過誤払金６５８，２８０円が発生し、５７４，８４０円

は年度内に回収したものの、８３，４４０円が未納となっている。このため、

引き続き市町を通じた納入指導や電話による督促などに努めたい。

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金については、資金

の貸付申請時において母子自立支援員による制度の十分な説明と適正

な償還計画の指導を行うとともに、償還開始直前には必要に応じて借

受者に償還が始まる旨を連絡するなど、適期収入に努めた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 育 て 支 援 課 平成１８年１０月３１日

（監査の結果）

１ 児童扶養手当返還金については、納期限内の収入確保に努めるとと

もに、滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

愛 媛 県 報平成１９年８月２４日 第１８９０号
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滞納となったものについては、督促状の送付、滞納状況に関する通

知及び本人又は保証人への電話、訪問を行うなど償還指導に努めた。

その結果、前年度からの滞納繰越分１３４，０２２，６８３円のうち、６，６１２

，６６８円が１８年度内に納入されたが、１８年度償還分２１，１７４，４６２円が未収

となったことから、１８年度末の収入未済額は１４８，５８４，４７７円となって

おり、引き続き収入確保と滞納繰越額の縮減に努めて参りたい。

平成１９年８月２４日 発行

愛 媛 県 報平成１９年８月２４日 第１８９０号
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